
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 相続時精算課税制度 

Ｑ：今年から導入された相続時精算課税制

度の概要を教えて下さい。  

 

Ａ：相続時精算課税制度は、高齢化が進む 

なか、スムーズな次世代への財産移転のため 

に導入された制度で、概要は次のとおりです。 

【解説】  

 相続時精算課税制度は、平成15年１月１日 

以降に６５歳以上の親から２０歳以上の子に 

した贈与に適用がある制度で、従来の制度と 

の選択制となっています。選択した場合には 

贈与を受けた年の翌年の２月１日から３月15 

日までの間に、贈与税の申告をしなければな 

りません。 

 この制度を選択した親から子への贈与につ 

いては、特別控除額として、２５００万円が 

財産の額から控除されます。使いきれなかっ 

た特別控除額は翌年以降に繰り越され、２５ 

００万円を超えた時点で、超えた部分に対し 

一律２０％の贈与税がかかります。 

 贈与者が亡くなった時は、この制度を適用 

した贈与財産の価額（贈与時の価額）を相続 

財産に合算して相続税額を計算し、その際、 

納めた贈与税額があるときは、相続税額から 

控除し、控除しきれない部分は還付されます。 

 なお、この制度はいったん選択しますと、 

撤回をすることはできず、従来の年１１０万 

円の非課税枠は使えなくなりますので、選択 

の際は慎重に検討してください。 

 また、この制度は、贈与した財産の価額が、 

相続財産に加算されますので、相続税の節税 

効果は期待できるものではありません。 
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